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技能証明等の申請の受理

 

 

１．申請の種類 

(1) 規則第 42条による技能証明の申請 

(2) 規則第 57条による技能証明の限定の変更申請 

(3) 規則第 63条による航空英語能力証明の申請 

(4) 規則第 64条による計器飛行証明の申請 

(5) 規則第 64条による操縦教育証明の申請 

(6) 規則第 168 条による運航管理者技能検定の申請 

 

２．申請の受理の管轄区分 

 申請書の受理の管轄区分は、申請に係る技能証明等を取得するために必要な学科

試験及び実地試験の受験区分によって次のとおりとする。 

(1) 学科試験受験関係書類の受理の管轄区分 

   学科試験の受験希望地を管轄区域とする地方航空局において受理する。   

なお、科目ごとに別々の地域で学科試験を受ける等、受験希望地の管轄が両局 

に跨る場合は、どちらか一方の地方航空局へと申請を行う。申請受理後に受験希 

望地が変更となった場合においても申請受理した地方航空局が引き続き事務処 

理を行うこととする。 

(2) 実地試験受験関係書類の受理の管轄区分 

(ｱ) 学科試験の免除を受ける者が実地試験受験関係書類を提出する場合 

  関係書類の受理は実地試験を行う管轄区分のとおりとする。また、実地試験を

行う管轄区分が地方航空局の場合には、実地試験の受験希望地を管轄区域とする

地方航空局において申請書とともに受理する。 

(ｲ) 学科試験に合格した者又は免除を受けた者が実地試験受験関係書類を提出す

る場合 

   関係書類の受理は実地試験を行う管轄区分のとおりとする。なお、実地試験を

行う管轄区分が地方航空局の場合には、学科試験の受験地を管轄区域とする地方

航空局において受理する。 

(3) 学科試験及び実地試験を両方とも受験する必要がない申請者の場合 

   申請者の現住所を管轄区域とする地方航空局において受理する。ただし、航空英

語能力証明については本省において受理する。 

 

 

 

 



地方航空局の管轄区域

東京航空局 大阪航空局

実地試験を行う管轄区分

本 省

○定 期 運 送 用 操 縦 士 ○一 等 航 空 整 備 士（飛）
○准定期運送用操縦士 ○一等航空運航整備士（飛）
○一 等 航 空 士 ○運 航 管 理 者
○二 等 航 空 士 ○限 定 変 更
○航 空 機 関 士 〔本省管轄資格〕

○航 空 英 語 能 力 証 明 ○限 定 変 更
○本邦外で行う実地試験 〔操縦士(飛)の資格で型式限定を必要とするもの〕

地方航空局

○事 業 用 操 縦 士 ○二 等 航 空 運 航 整 備 士
○自 家 用 操 縦 士 ○航 空 工 場 整 備 士
○一 等 航 空 整 備 士 ○計 器 飛 行 証 明
〔本省に係るものを除く〕 ○操 縦 教 育 証 明

○二 等 航 空 整 備 士 ○限 定 変 更
○一等航空運航整備士 〔本省に係るものを除く〕

〔本省に係るものを除く〕

①：学科試験を受けた者
（学科試験申込みを行った地方局（本省管轄を除く））

②：学科試験の免除者
（実地試験を受ける地域を管轄する地方局（本省管轄を除く））

東京航空局保安部運航課
〒102-0074 千代田区九段南１の１の15 九段第二合同庁舎

503-5275-9321

大阪航空局保安部運航課
〒540-8559 大阪市中央区大手前３の１の41 大手前合同庁舎

506-6937-2781

東
京
都

群
馬
県

栃
木
県

長
野
県

秋
田
県

岩
手
県

神
奈
川
県

千
葉
県

山
梨
県

新
潟
県

福
島
県

青
森
県

埼
玉
県

茨
城
県

静
岡
県

山
形
県

宮
城
県

北
海
道

大
阪
府

奈
良
県

和
歌
山
県

福
井
県

鳥
取
県

広
島
県

徳
島
県

福
岡
県

佐
賀
県

鹿
児
島
県

京
都
府

滋
賀
県

愛
知
県

石
川
県

島
根
県

山
口
県

愛
媛
県

長
崎
県

熊
本
県

沖
縄
県

兵
庫
県

三
重
県

岐
阜
県

富
山
県

岡
山
県

香
川
県

高
知
県

大
分
県

宮
崎
県

航空局安全部安全政策課
〒100-8918 千代田区霞が関２の１の３

503-5253-8111 内線50316

16 申請の受理の管轄区分 ５



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ⅲ 申請書類 技能証明申請 
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技能証明申請書類・学科試験及び実地試験の両方を受験する場合 

 

技能証明等の申請書類 

 技能証明等の申請に必要な書類は次のとおりとする。 

 技能証明申請（提出書類はすべてＡ４サイズとする。ただし、公的機関から 

発行されるものを除く。） 

CBT 化しない資格（科目）による学科試験については、別途当局及び CBT 事業  

 者等の HP において当該学科試験の受験者が行う必要がある事前手続き及び試 

験の流れ等を確認すること。 

 

１．学科試験及び実地試験の両方を受験する必要がある者 

  

(1) 学科試験受験申込時 

    (ｱ) 技能証明申請書（規則第 19 号様式）------------------------------１通 

(ｲ) 納付書（規則第 31号様式）--------------------------------------１通 

    〔手数料相当の収入印紙貼付のこと。消印したものは無効〕 

(ｳ) 規則第 48条の２により、学科試験の科目免除を申請する者にあっては、 

規則第 47条の学科試験結果通知書（本信）-------------------------１通 

(ｴ) 規則第 49条により、申請に係る資格以外の技能証明を有する者が試験 

の免除を申請する場合には、当該既得の技能証明の写し--------------１通 

(ｵ) 規則第 50条により、外国政府の技能証明書を有する者が科目の免除を 

申請する場合には、当該証明書の写し--------------------------------１通 

 回転翼航空機の場合は、外国で実地試験を受けた部分を含む Logbook の 

写しを添付すること。 

   ※ テンポラリーライセンス（ライセンス番号の確定しているものに限る。）の 

    場合は、その写しの提出で可とするが、試験の期日の前日までにパーマネン

トライセンスの写しの提出が必要 

(ｶ) 返信用封筒 

受験申請受理通知書及び結果通知書送付用（通常切手を貼付）--------２通 

指定の窓付封筒 

 (2) 学科試験受験時 

(ｱ) CBT の運営サービスを行う事業者（再委託先を含む。）（以下、「CBT 事業者」 

とする）が指定する本人確認書類---------------------------------１式 

    〔持参しなかった場合は受験できない。〕 
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(3) 実地試験受験申込時 

    (ｱ) 実地試験受験申込書（規則第 19 号の２様式）----------------------１通 

(ｲ) 納付書（規則第 31号様式）--------------------------------------１通 

    〔手数料相当の収入印紙貼付のこと。消印したものは無効〕 

(ｳ) 航空経歴書 ----------------------------------------------------１通 

     操縦士、航空機関士及び航空士の場合は、飛行日誌(Log- 

book)の最新の飛行時間 50 時間以上（自家用操縦士におい 

ては 40 時間以上、上級滑空機については 30 回以上の滑空、 

動力滑空機については 15 時間以上の飛行時間）を含む部分 

のコピーを添付すること。 

(ｴ)  住民票（本籍の記載されたもの。）-------------------------------１通 

(ｵ)  学科試験結果通知書の写し -------------------------------------１通 

(ｶ)  既得技能証明書の写し -----------------------------------------１通 

(ｷ)  外国のライセンスの写し ---------------------------------------１通 

   ※ テンポラリーライセンス（ライセンス番号の確定しているものに限る。）の 

    場合は、その写しの提出で可とするが、試験の期日の前日までにパーマネン

トライセンスの写しの提出が必要 

 

 (4)  実地試験受験時〔航空従事者試験官に提出すること。〕 

(ｱ) 実地試験成績報告書---------------------------------------------１通 

(ｲ) 写真-----------------------------------------------------------１葉 

受験前６ヶ月以内に、脱帽、上三分身、無背景を写したもの。 

裏に氏名及び撮影年月日を記入すること。 

タテ３cm、ヨコ 2.4cm。 

  (ｳ)  既得技能証明書（現物確認のため） 

 (ｴ)  外国のライセンス（現物確認のため） 

  ※ 実地試験受験申込時にテンポラリーライセンス（ライセンス番号の確定して

いるものに限る。）の写しを提出した場合は、パーマネントライセンスの写しも

提出すること 

  (ｵ) 返信用窓付封筒（技能証明書の交付通知及び登録免許税納付書送 

付用)----------------------------------------------------１通 

    〔指定封筒（通常切手を貼付）〕 
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技能証明申請書類・学科試験のみ受験する場合 

 

※ 外国のライセンス切替（自家用操縦士）についてはページ 20を参照。 

CBT 化しない資格（科目）による学科試験については、別途当局及び CBT 事業者等の HP

において当該学科試験の受験者が行う必要がある事前手続き及び試験の流れ等を確認

すること。 

２．学科試験のみ受験する必要がある者 

〔航空大学校、指定養成施設、航空通信士の場合〕 

(1) 学科試験受験申込時 

(ｱ) 技能証明申請書（規則第 19 号様式) ------------------------------１通 

(ｲ) 納付書（規則第 31号様式) --------------------------------------１通 

〔手数料相当の収入印紙貼付のこと。消印したものは無効〕 

(ｳ) 規則第 48条の２により、学科試験の科目免除を申請する者にあっ 

ては、規則第 47 条の学科試験結果通知書（本信) ---------------------１通 

(ｴ) 規則第 49条により、申請に係る資格以外の技能証明を有する者が 

学科試験の免除を申請する場合には、当該既得の技能証明書の写し 

---------------------------------------------------------------１通 

(ｵ) 返信用窓付封筒（受験申請受理通知書及び結果通知書送付用) -------２通 

〔指定封筒（通常切手を貼付）〕 

 

(2) 学科試験受験時 

(ｱ) CBT 事業者が指定する本人確認書類-------------------------------１式 

〔持参しなかった場合は受験できない。〕 
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 (3)  交付申請時（申請書提出日から２年以内） 

(ｱ) 技能証明申請書（規則第 19 号の２様式）--------------------------１通 

〔実地免除申請用。教育機関名称及び修了年月日を記入〕 

(ｲ) 修了証明書（航空大学校、指定養成施設のみ。）--------------------１通 

(ｳ) 住民票（本籍の記載されたもの。）--------------------------------１通 

(ｴ) 写真-----------------------------------------------------------１葉 

受験前６ヶ月以内に、脱帽、上三分身、無背景を写したもの。 

裏に氏名及び撮影年月日を記入すること。 

タテ３cm、ヨコ 2.4cm。 

  (ｵ)  学科試験結果通知書の写し -----------------------------１通 

  (ｶ)  無線従事者免許証の写し（通信士のみ。） ----------------１通 

  (ｷ) 返信用窓付封筒（技能証明書の交付通知及び登録免許税納付書送 

付用)----------------------------------------------------１通 

    〔指定封筒（通常切手を貼付）〕 
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